
[説明]
 　電気工事業開始届出添付書類一覧
　

建設業法に基づく許可を受けた者が電気工事業を開始した（営業を行う）ときは、遅滞なく

「電気工事業開始届出書」に下表の添付書類を添えて届出する必要があります。

番 号 添付書類

① 誓約書　（ 主任電気工事士関係　） ○ ○ ○ ○

② 雇 用 証 明 書 ○ ○

③

主任電気工事士等実務経験証明
書（届出者が経験を証明できる場
合）
主任電気工事士等実務経験証明
書届（届出者以外の者が経験証明
する場合）

○ ○ ○ ○

④
主任電気工事士等の電気工事士
免状の写し

○ ○ ○ ○

⑤
主任電気工事士等に関する組合等
で発行する調査証明書等

△ △ △ △

⑥ 法 人 の 登 録 簿 の 謄 本 ○ ○

⑦ 建 設 業 許 可 書 の 写 し ○ ○ ○ ○

（備考）　１　欄内○印が必要となる書類

２　登録業者が届出する場合には、登録証を添えること。

３　主任電気工事士が第一種電気工事士である場合は③は必要ない。

４　③について、他の電気工事業者等の死亡等により証明を受けることができない場合は、

　⑤（例：各都道府県電気工事業工業組合その他電気工事業に係る法人格を有する団体が

　実地調査等の結果発行する書面）とする。

５　登録電気工事業者が建設業の許可を取得して開始届出書を提出する場合は、電気工事業

　廃止届出書も併せて提出すること。

６　添付書類のうち、実務経験証明書については、証明者の押印が必要
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